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平成25年９月３日（火曜日） 

 

○出席議員（16名） 

    議 長  夷  藤     満 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    １ 番  太  田  臣  宣 君     ９ 番  能  村  憲  治 君 

    ２ 番  中  島  利  美 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ３ 番  酒  本  昌  博 君     11 番  水  口  裕  子 君 

    ４ 番  生  田  勇  人 君     12 番  渡  辺     旺 君 

    ５ 番  川  口  正  己 君     13 番  八  田  外 茂 男 君 

    ６ 番  藤  井  良  信 君     14 番  中  川     達 君 

    ７ 番  恩  道  正  博 君     15 番  南     守  雄 君 

 

○説明のため出席した者

町    長 川  口  克  則 君 

副 町 長 上  出  孝  之 君 

教 育 長 久  下  恭  功 君 

総 務 部 長 高  木  和  彦 君 

総務部担当部長 中  西  昭  夫 君 

総務部担当部長 山  田  吉  弘 君 

町民福祉部長 北     雅  夫 君 

町民福祉部担当部長 大  徳     茂 君 

都市整備部長 長  丸  一  平 君 

都市整備部担当部長 長  丸  信  也 君 

教育委員会教育次長 
兼学校教育課長 

北  川  真 由 美 君 

消 防 長 永  田  三  好 君 

会計管理者 
兼会計課長 

重  原     正 君 

総務部総務課長 島  田  睦  郎 君 

総務部財政課長 田  中     徹 君 

総務部税務課長 若  林  優  治 君 

町民福祉部 
町民生活課長 

松  岡  裕  司 君 

町民福祉部 
保険年金課長 

下  村  利  郎 君 

町民福祉部 
福 祉 課 長 

長 谷 川     徹 君 

町民福祉部 
環境安全課長 

岩  本  昌  明 君 

都市整備部 
地域振興課長 

中  宮  憲  司 君 

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発推進室長 

喜  多  哲  司 君 

都市整備部 
上下水道課長 

長  田     学 君 
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       向     貴 代 治 君 事務局書記 田  中  義  勝 君 

○議事日程（第１号） 

  平成25年９月３日  午後１時開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  会期の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案第60号 平成25年度内灘町一般会計補正予算（第２号） 

  議案第61号 平成24年度内灘町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

  議案第62号 内灘町次世代育成支援地域行動計画評価委員会設置条例の一部を改正する条例 

        について 

  議案第63号 内灘町税外歳入の延滞金等に関する条例等の一部を改正する条例について 

  議案第64号 内灘町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

  議案第65号 内灘町介護保険条例の一部を改正する条例について 

  議案第66号 公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例等の一部を改正する条例 

        について 

  議案第67号 内灘町道路線の認定について 

  議案第67号 内灘町道路線の変更について 

  認定第１号 平成24年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定について 

  認定第２号 平成24年度内灘町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第３号 平成24年度内灘町新エネルギー事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第４号 平成24年度内灘町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第５号 平成24年度内灘町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第６号 平成24年度内灘町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第７号 平成24年度内灘町水道事業会計決算認定について 

  報告第７号 平成24年度決算に基づく内灘町健全化判断比率等について 

  提案理由の説明 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○開会・開議 

           午後１時00分開会 

○議長【夷藤満君】 皆さん、ご苦労さまで

ございます。 

 ただいまの出席議員は16名であります。よ
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って、会議の定足数に達しておりますので、

これより平成25年第３回内灘町議会定例会を

開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【夷藤満君】 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第120条の規定により、議長において、11番

水口裕子議員、12番渡辺旺議員を指名いたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会期の決定 

○議長【夷藤満君】 日程第２、会期の決定

についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、

本日から９月19日までの17日間といたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日から９月19日までの17日

間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、

お手元に配付いたしました案のとおりであり

ますので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 日程第３、諸般の報告

を行います。 

 今期定例会に説明のため説明員として出席

するよう地方自治法第121条の規定により要

求いたしましたところ、説明のため出席をし

ている者の職、氏名は、別紙説明員一覧表と

してお手元に配付しておきましたので、ご了

承願います。 

 なお、上出功生涯学習課長より、本日の会

議を欠席する届け出がありましたので、ご了

承願います。 

 次に、監査委員から平成25年５月分、６月

分、７月分の例月出納検査結果の報告があり

ましたので、写しをお手元に配付しておきま

したから、ご了承願います。 

 次に、さきの定例会において可決したＴＰ

Ｐ交渉に関する意見書につきましては、内閣

総理大臣及び関係大臣並びに関係方面に提出

しておきましたので、ご了承願います。 

 次に、町長から地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１

項の規定により、平成24年度決算に基づく内

灘町健全化判断比率等についての提出があり、

報告第７号として議案につづってありますの

で、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【夷藤満君】 日程第４、議案第60号

平成25年度内灘町一般会計補正予算（第２

号）から議案第68号内灘町道路線の変更につ

いてまで及び認定第１号平成24年度内灘町一

般会計歳入歳出決算認定についてから認定第

７号平成24年度内灘町水道事業会計決算認定

についてまでの16議案を一括して議題といた

します。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【夷藤満君】 提出議案に関し、これ

より町長から提案理由の説明を求めます。川

口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、平成25

年第３回内灘町議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位におかれましては、ご多

忙にもかかわらずご参集を賜りまして、まこ

とにありがとうございます。 

 本定例会にご審議をお願いいたします議案

の概要についてご説明を申し上げ、議員各位

並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りた

いと存じます。 

 ８月23日に、内灘町において一日の雨量が

140ミリメートルを記録したゲリラ豪雨によ

り、西荒屋地区において主要地方道松任宇ノ
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気線の一部が冠水し、また、町道湖西５号線

及び西荒屋室45号線の一部が冠水により通行

どめとなりました。当日は消防団の皆様とと

もに、私以下出動可能な職員総出で土のう積

み等の対応に当たりました。 

 河北潟西部承水路からの排水能力の不足に

つきましては、直ちに石川県へ抜本的な対策

を要望いたしました。今後もこのような緊急

災害時には、町民の皆様とともに、職員が一

丸となって災害に立ち向かってまいりたいと

考えております。 

 去る７月31日より別府市で開催された全国

高等学校総合体育大会におきまして、内灘高

校自転車競技部の千田拓磨さんがケイリン競

技において４位に入賞されました。また、８

月12日に名古屋ドームで開催された中部日本

地区選抜中学軟式野球大会におきましても、

内灘中学野球部がベスト４に勝ち進むすばら

しい活躍をされました。おめでとうございま

す。今後の活躍を大いに期待するものです。 

 青少年にとってスポーツは体力の向上のみ

ならず、仲間や指導者とのコミュニケーショ

ン能力、リーダーシップの育成やフェアプレ

ー精神の醸成など、思いやりのある豊かな心

を育みます。このことにより、若者が将来の

内灘町を担ってくれることを期待するもので

あります。 

 今定例会に上程しております補正予算案に

おきましては、「明るい・元気な町の復活」

を目指し、スピード感のある「進める町政」

を実現するための予算編成を行いました。 

 補正概要の１点目は、子育て支援の充実施

策であります。 

 妊婦の方が元気な赤ちゃんを産むためには、

まず妊婦自身が心身ともに健康であることが

第一です。妊娠すると女性ホルモンの増加や

つわりによる食生活の変化などから、虫歯や

妊娠性歯肉炎になりやすくなります。また、

妊婦の口の中の健康状態が、生まれてくる赤

ちゃんに影響するとも言われています。 

 町では今定例会において、女性の生涯を通

じた歯の健康及び赤ちゃんの健やかな成長の

ため、新たに妊婦歯科検診制度を設けます。

妊婦の方を対象に、虫歯と歯周疾患予防のた

めの歯科検診を無料で実施し、さらにその結

果に基づき早期治療の勧奨や適切な保健指導

も実施したいと考えております。 

 このことにより、安心して子供を産み育て

やすい内灘町を目指してまいりたいと考えて

おります。 

 ２点目は、町民の生命・財産を守る、安心

安全対策であります。 

 昨年12月、９人が犠牲となった山梨県の中

央自動車道笹子トンネル事故により、道路施

設など社会インフラ老朽化の深刻な実態が改

めて浮き彫りとなりました。現在、国による

新規のインフラ整備促進とともに、既存施設

の維持管理への対策も進められております。 

 さらに橋梁やトンネルなどの、公共土木施

設の大量更新時代を見据え、これまでの壊れ

たら直す事後保全型補修から、小規模な補修

を計画的に繰り返す予防保全型補修に転換し、

インフラの長寿命化を図るとともに、維持・

更新費の平準化に取り組んでいます。 

 町ではこれらの状況を鑑み、今定例会にお

いて、国の社会資本整備総合交付金を活用し、

道路ストックの点検費用を計上いたしました。

この点検は、道路附属構造物の落下や倒壊に

よる被害を防止する観点から、町内全ての道

路標識、道路照明の現況調査と改修の優先順

位を決定するものであります。今後は早急に

これら調査結果をもととして、内灘町の安全

で快適な道路環境整備を進めてまいりたいと

考えております。 

 ３点目は、地域資源を活かした魅力発信で

あります。 

 平成27年春の北陸新幹線金沢開業が１年半

後に迫っております。交流人口増加に向け、

地域の魅力向上を図るための特産品開発が喫

緊の課題であります。 



 －5－ 

 町では、商工会が進める河北潟の地元牛乳

による新たなオリジナル商品の開発及び販路

開拓推進事業を後押しし、「内灘ブランド」

の商品化を進めてまいりたいと考えておりま

す。この事業により、河北潟の乳製品を活用

したオリジナル商品を町内の店舗にて販売す

ることにより、河北潟の乳製品自体のブラン

ド価値の向上や乳製品を活用した地域全体の

ブランド化を図り、町の経済を活性化させ、

地域間競争の時代を勝ち抜く、魅力ある元気

な内灘町を目指します。 

 また先日、商工会が発売した「元気うちな

だプレミアム付き共通商品券」が大好評とな

り、多くの町民の皆様にご購入をいただきま

した。この事業は、地元経済の活性化並びに

地元商工業の振興を目的に、商工会と町が連

携して取り組んだ事業であります。町ではこ

の商品券の利用を機会に、地元の商店のよさ

を再認識してもらいたいと考えており、今後

もさらに官民共同で地元経済の活性化を図っ

ていきたいと考えております。 

 次に、町財政状況についてであります。 

 平成24年度決算につきましては、各会計の

決算認定を今議会に付しているところであり

ます。地方公共団体の財政の早期健全化や再

生の必要性を判断するための健全化判断比率

については、実質赤字比率及び連結赤字比率

とも収支赤字が生じておらず、かつ実質公債

費比率及び将来負担比率につきましても早期

健全化基準を大きく下回っており、健全化判

断比率では健全財政であると言えます。 

 しかしながら、現在、私たち地方自治体を

取り巻く環境は大変厳しいものがあります。

本年７月に、行政のスリム化及び町民の皆様

によりわかりやすくするため機構改革を実施

いたしましたが、引き続き町政全般において

財源や人材という資源を最大限有効に活用し

てまいりたいと考えております。 

 今後もさらに議会の皆様や町民の皆様のご

理解、ご支援をいただきながら、「誰もが住

んでよかった、住みたいと実感できるまちづ

くりに邁進してまいる所存でありますので、

よろしくお願いをいたします。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

説明を申し上げます。 

 議案第60号 平成25年度内灘町一般会計補

正予算（第２号）につきましては、歳入歳出

それぞれ１億1,774万8,000円を追加し、歳入

歳出の総額をそれぞれ80億9,301万7,000円と

するほか、地方債の追加及び変更をあわせて

計上するものであります。 

 補正の主な事業としましては、総務費関係

では、県地域防災計画が修正されたことを受

け、町地域防災計画の修正業務委託費を計上

いたしました。 

 衛生費関係では、妊婦の歯科健康診査費を

計上いたしました。 

 農林水産業費では、晴天が続き、ポンプの

稼働が多かった畑地かんがい施設の電気料及

び修繕費、県海岸林・里山林対策事業費補助

金を活用した町有山林病害虫防除事業費を計

上いたしました。 

 商工費関係では、10月に地域伝統芸能全国

大会に出演される大根布奴行列保存会への報

償費を計上いたしました。 

 土木費関係では、社会資本整備総合交付金

を活用した道路ストック点検業務委託費、幹

13号諸江向粟崎線舗装改修工事費を計上いた

しました。 

 消防費関係では、消防団員等公務災害補償

等共済基金を活用した消防団員安全装備購入

費を計上いたしました。 

 教育費関係では、鶴ケ丘西公民館、室公民

館、少年の家の改修工事費を計上いたしまし

た。 

 地方債の補正につきましては、公民館改修

事業の追加及び道路新設改良事業並びに臨時

財政対策債の限度額の変更措置を講ずるもの

であります。 

 議案第61号 平成24年度内灘町水道事業会
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計未処分利益剰余金の処分につきましては、

水道事業会計未処分利益剰余金8,896万6,981

円のうち、1,100万円を減債積立金に積み立

て、残余を繰り越すものであります。 

 議案第62号 内灘町次世代育成支援地域行

動計画評価委員会設置条例の一部を改正する

条例につきましては、子ども・子育て支援法

の規定に基づき子ども・子育て支援事業等に

関する調査審議事項を所掌事務に追加するも

のです。 

 議案第63号 内灘町税外歳入の延滞金等に

関する条例等の一部を改正する条例、議案第

64号 内灘町後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例、議案第65号 内灘町介

護保険条例の一部を改正する条例及び議案第

66号 公共下水道事業受益者負担金及び分担

金に関する条例等の一部を改正する条例、以

上４件につきましては、いずれも、地方税法

の一部改正により、平成26年１月１日以降に

おける延滞金の割合の特例を見直す改正であ

ります。 

 議案第67号 内灘町道路線の認定について

並びに議案第68号 内灘町道路線の変更につ

いては、大根布９丁目地内の開発行為に伴う

町道の認定並びに変更であります。 

 次に、認定第１号から認定第７号までの７

件の認定につきましては、平成24年度内灘町

一般会計、特別会計及び水道事業会計の決算

認定に関する案件であり、それぞれ監査委員

の意見をつけて議会の認定に付するものであ

ります。 

 報告第７号 平成24年度決算に基づく内灘

町健全化判断比率等につきましては、内灘町

健全化判断比率及び資金不足比率を算定した

ので、監査委員の意見をつけて報告するもの

であります。 

 以上が今回提案いたしました議案の提案理

由並びにその概要でございます。何とぞ慎重

にご審議をいただき、適切なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げまして、私の説明を

終わります。 

○議長【夷藤満君】 提案理由の説明は終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【夷藤満君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 

 お諮りいたします。議案調査のため、明４

日は休会にいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、明４日は休会とすることに決定いた

しました。 

 次回の本会議は５日午前10時から開き、提

出議案に対する質疑、決算特別委員会の設置

及び委員の選任並びに町政に対する一般質問

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後１時23分散会 

 


